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電気通信事業法第 34条第２項の規定により、別紙のとおり接続約款を変更するので届け出ます。 

 

実施期日 令和 8年 4月 1日 

 



別紙 

電気通信事業法第 34 条第２項に基づく第２種指定電気通信設備との接続に係る接続約款の新旧対照 

新 旧 

第１条～第５条 （略） 

 

 

（準用の除外） 

第６条 特定携帯電話事業者約款の規定のうち、第４条（直収パケット接続事業者の料金及

び技術的条件等）、第６条（標準的な接続箇所）表中（１）中継交換機の伝送装置及び（３）

文字メッセージ通信用信号変換装置の伝送装置、第５５条（ローミングに係る譲渡の承

認）、第６５条（従量制の網使用料の支払義務）、第６８条（手続費の支払義務）第１項

第１号及び第２号、第６８条の２（電話ユニバーサルサービス料の支払義務）、第６８条

の２の３（電話リレーサービス料の支払義務）、第６９条（従量制の網使用料の計算方法）、

第７０条（通信時間の測定等）、第７５条（接続料金の遡及適用）第 1項、第８０条（債

権譲受）、第８１条（債権譲渡）、第９０条（ローミングに係る特例）、第９６条（個別

契約事業者に対する契約者情報の提供）、料金表通則（料金等の臨時減免）、料金表第１

表接続料金第１網使用料２料金額における２－１端末接続機能、２－６文字メッセージ通

信接続機能（携帯電話）、２－６の２文字メッセージ通信接続機能（衛星直接通信）、料

金表第２表工事費２工事費の額２－１工事費表中（１）トランスレータ変更工事費、料金

表第３表手続費表中（１）料金回収手続費、（２）債権譲受手続費及び（３）お客様情報

照会書作成手続費は、この約款に準用しません。 

２～３ （略） 

 

第７条 （略） 

 

 

附則（令和８年３月 24日 25-UQ渉-010号） 

この約款は 令和８年４月１日から実施します。 

 

第１条～第５条 （略） 

 

 

（準用の除外） 

第６条 特定携帯電話事業者約款の規定のうち、第４条（直収パケット接続事業者の料金及び

技術的条件等）、第６条（標準的な接続箇所）表中（１）中継交換機の伝送装置及び（３）

文字メッセージ通信用信号変換装置の伝送装置、第５５条（ローミングに係る譲渡の承認）、

第６５条（従量制の網使用料の支払義務）、第６８条（手続費の支払義務）第１項第１号

及び第２号、第６８条の２（電話ユニバーサルサービス料の支払義務）、第６８条の２の

３（電話リレーサービス料の支払義務）、第６９条（従量制の網使用料の計算方法）、第

７０条（通信時間の測定等）、第７５条（接続料金の遡及適用）第 1 項、第８０条（債権

譲受）、第８１条（債権譲渡）、第９０条（ローミングに係る特例）、第９６条（個別契

約事業者に対する契約者情報の提供）、料金表通則（料金等の臨時減免）、料金表第１表

接続料金第１網使用料２料金額における２－１端末接続機能、２－２ＭＮＰ転送機能、２

－６文字メッセージ通信接続機能（携帯電話）、２－６の２文字メッセージ通信接続機能

（衛星直接通信）、料金表第２表工事費２工事費の額２－１工事費表中（１）トランスレ

ータ変更工事費、料金表第３表手続費表中（１）料金回収手続費、（２）債権譲受手続費

及び（３）お客様情報照会書作成手続費は、この約款に準用しません。 

２～３ （略） 

 

第７条 （略） 

 

 

 



別紙 

電気通信事業法第 34 条第２項に基づく第２種指定電気通信設備との接続に係る接続約款の新旧対照 

新 旧 

第１章 総則 

（略） 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用     語 単  位 

（略） （略） 

９ 相互接続通信 

相互接続点と契約者回線等との間の通信であって、当社

若しくは当社及び特定ＢＷＡ事業者の第２種指定電気通

信設備を経由するもの 

（略） （略） 

 

（略） 

 

料金表 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

（略） 

２ 料金額 

２－１ 端末接続機能 

区     分 単  位 料 金 額 

端末接続機能 １秒ごとに 0.031333円 

 

２－２ 削除 

 

 

 

 

 

２－３～２－５（略） 

 

２－６ 文字メッセージ通信接続機能（携帯電話） 

第１章 総則 

（略） 

（用語の定義） 

第３条 この約款においては、次表の左欄の用語はそれぞれ右欄の意味で使用します。 

用     語 単  位 

（略） （略） 

９ 相互接続通信 

相互接続点と契約者回線等との間の通信又は相互接続点

相互間の通信（別表１（接続により提供する機能）に規

定する携帯電話・ＰＨＳ番号ポータビリティ転送機能を

提供する場合に限ります。）であって、当社若しくは当

社及び特定ＢＷＡ事業者の第２種指定電気通信設備を経

由するもの 

（略） （略） 

 

（略） 

 

料金表 

第１表 接続料金 

 第１ 網使用料 

（略） 

２ 料金額 

２－１ 端末接続機能 

区     分 単  位 料 金 額 

端末接続機能 １秒ごとに 0.048963円 

 

２－２ ＭＮＰ転送機能 

区     分 単  位 料 金 額 

ＭＮＰ転送機能 １秒ごとに 0.0061787円 

 

２－３～２－５（略） 

 

２－６ 文字メッセージ通信接続機能（携帯電話） 
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区     分 単  位 料 金 額 

文字メッセージ通信接続機能

（携帯電話） 
１通信ごとに 0.41043円 

 

２－６の２ 文字メッセージ通信接続機能（衛星直接通信） 

区     分 単  位 料 金 額 

文字メッセージ通信接続機能

（衛星直接通信） 
１通信ごとに 0.41043円 

 

２－７（略） 

 

２－８ ００ＸＹ自動接続回線管理機能 

区     分 単  位 料金額 備考 

００ＸＹ自動接続回線管理機能 １契約者回線ごとに 68円 月額 

 

 

２－９ 直収パケット接続サービス制御装置連携機能 

区     分 単  位 料金額 備考 

直収パケット接続サービス制御

装置連携機能 
１契約者回線ごとに 28円 月額 

 

第１の２ 将来原価方式対象機能の網使用料（略） 

 

第２ 網改造料 

１ 適用（略） 

 

２ 料金額 

網改造料は、接続用設備の設置又は改修に要した費用及び接続用ソフトウェアの開発に

要した費用とし、次により算出します。 

 

２－１ 算出式（略） 

 

２－２ 年額料金の算定に係る比率 
 

区    分 
 

 

内    容 
 

 

諸掛費率 
 

 

（略） 
  

設備管理費率 
 

 

法定耐用年数期間内 
 

 

0.092 
 

区     分 単  位 料 金 額 

文字メッセージ通信接続機能

（携帯電話） 
１通信ごとに 0.37543円 

 

２－６の２ 文字メッセージ通信接続機能（衛星直接通信） 

区     分 単  位 料 金 額 

文字メッセージ通信接続機能

（衛星直接通信） 
１通信ごとに 0.37543円 

 

２－７（略） 

 

２－８ ００ＸＹ自動接続回線管理機能 

区     分 単  位 料金額 備考 

００ＸＹ自動接続回線管理機能 １契約者回線ごとに 71円 月額 

 

 

２－９ 直収パケット接続サービス制御装置連携機能 

区     分 単  位 料金額 備考 

直収パケット接続サービス制御

装置連携機能 
１契約者回線ごとに 31円 月額 

 

第１の２ 将来原価方式対象機能の網使用料（略） 

 

第２ 網改造料 

１ 適用（略） 

 

２ 料金額 

網改造料は、接続用設備の設置又は改修に要した費用及び接続用ソフトウェアの開発に要

した費用とし、次により算出します。 

 

２－１ 算出式（略） 

 

２－２ 年額料金の算定に係る比率 
 

区    分 
 

 

内    容 
 

 

諸掛費率 
 

 

（略） 
  

設備管理費率 
 

 

法定耐用年数期間内 
 

 

0.086 
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新 旧 
 

法定耐用年数経過後 
 

 

0.084 
 

 

第２表 工事費 

１ 適用（略） 

 

２ 工事費の額 

工事費は次表のとおりとします。 

 

２－１ 工事費 

区     分 単  位 料 金 額 

（１）（略） （略） （略） （略） 

（２）直収パケット

接続に係るデータ設

定工事費 

（略） （略） （略） 

イ 第６条（標準的な接続

箇所）表中第２欄に規定す

る接続箇所における接続に

係る工事のうち接続帯域幅

の変更に係る工事に要する

費用 

1 工事ごとに 72,700 円 

（３）（略） 
（略） （略） （略） 

 

２－２ 算出式（略） 

 

２－３ ２－２に適用する作業単金 

区     分 単  位 料 金 額 

作業単金 一人あたり１時間ごと 7,270円 

 

第３表 手続費（略） 

 

第４表 その他の費用 

第１ ａｕＩＣカードの貸与に係る費用の額 

区  分 単位 形 状 費用の額 備 考 

 

法定耐用年数経過後 
 

 

0.077 
 

 

第２表 工事費 

１ 適用（略） 

 

２ 工事費の額 

工事費は次表のとおりとします。 

 

２－１ 工事費 

区     分 単  位 料 金 額 

（１）（略） （略） （略） （略） 

（２）直収パケット

接続に係るデータ設

定工事費 

（略） （略） （略） 

イ 第６条（標準的な接続

箇所）表中第２欄に規定す

る接続箇所における接続に

係る工事のうち接続帯域幅

の変更に係る工事に要する

費用 

1 工事ごとに 67,700 円 

（３）（略） 
（略） （略） （略） 

 

２－２ 算出式（略） 

 

２－３ ２－２に適用する作業単金 

区     分 単  位 料 金 額 

作業単金 一人あたり１時間ごと 6,770円 

 

第３表 手続費（略） 

 

第４表 その他の費用 

第１ ａｕＩＣカードの貸与に係る費用の額 

区  分 単位 形 状 費用の額 備 考 
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ａｕＩ

Ｃカー

ドの貸

与に係

る費用 

ａｕＩＣカ

ードの貸与

に係る請求

をし、当社

が承諾した

ときに要す

る費用 

1 枚ご

とに 

「 Plug-in 

UICC 」 、

「 Mini-

UICC」、又は

「4FF」 

161 円 （略） 

「4FF」 161 円 （略） 

 

（略） 

 

別表１ 接続により提供する機能 

１－１ 基本接続機能 

機能の区分 機能の内容 備考 

（略） （略） （略） 

（削除） （削除） （削除） 

（削除） （削除） （削除） 

（略） （略） （略） 

 

（略） 

 

別表２ 接続形態 

１ 適用 

区分 内容 

（略） （略） 

（２）

表 の

適用 

本表においては、接続形態を次の各号により規定します。  

      

ア 「発信事業者」欄に示す事業者から発信し、「経由事業者」欄に示す事

業者（同一の事業者を複数経由する場合も含みます）を経由して「着信

事業者」欄に示す事業者に着信する通信。ただし、該当の事業者が存在

しない場合はその欄を空欄とし、右の「着信事業者」欄に示す事業者に

着信するものとします。 

ａｕＩ

Ｃカー

ドの貸

与に係

る費用 

ａｕＩＣカ

ードの貸与

に係る請求

をし、当社

が承諾した

ときに要す

る費用 

1 枚ご

とに 

「 Plug-in 

UICC 」 、

「 Mini-

UICC」、又は

「4FF」 

159 円 （略） 

「4FF」 159 円 （略） 

 

（略） 

 

別表１ 接続により提供する機能 

１－１ 基本接続機能 

機能の区分 機能の内容 備考 

（略） （略） （略） 

ＭＮＰ転送機能 

ＭＮＰにおいて、当社が移転元事業者となる場合であ

って、相互接続通信の接続経路を移転先事業者に設定

する機能 

 

ＭＮＰリダイレ

クション機能 

ＭＮＰにおいて、当社が移転元事業者となる場合であ

って、協定事業者からの要求により移転先事業者に係

る情報を返送する機能 

 

（略） （略） （略） 

 

（略） 

 

別表２ 接続形態 

１ 適用 

区分 内容 

（略） （略） 

（２）

表 の

適用 

本表においては、接続形態を次の各号により規定します。  

      

ア 「発信事業者」欄に示す事業者から発信し、「経由事業者」欄に示す事

業者（同一の事業者を複数経由する場合も含みます）を経由して「着信

事業者」欄に示す事業者に着信する通信。ただし、該当の事業者が存在

しない場合はその欄を空欄とし、右の「着信事業者」欄に示す事業者に

着信するものとします。 
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イ 本表の第１表各欄におけるそれぞれの事業者の区間には、専用役務区間

を含む場合があります。 

 

ウ 削除 

 

 

エ 文字メッセージ通信において、MNP が行われた場合の接続形態は省略す

るものとします。 

 

オ ２－１表又は２－２表に規定する接続形態において、着信事業者欄に規

定する協定事業者が、その他の接続形態において発信事業者欄に規定す

る協定事業者と同一である場合、その接続形態は、２－１表又は２－２

表に規定するその他の接続形態と組み合わせて接続する場合がありま

す。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３ 様式 

 

様式第１（第12条第２項関係） 

事前調査申込書 

第   号 

年  月  日 

 

             殿 

所属(法人名等) 

氏名         

 

次の通り、貴社の網との接続を行いたい（変更したい）ので、事前調査を申し込みます。 

（略） （略） 

 

イ 本表の第１表各欄におけるそれぞれの事業者の区間には、専用役務区間

を含む場合があります。 

 

ウ 協定事業者が当社の MNP リダイレクション機能を利用した場合の接続形

態は省略するものとします。 

 

エ 文字メッセージ通信において、MNP が行われた場合の接続形態は省略す

るものとします。 

 

オ ２－１表又は２－２表に規定する接続形態において、着信事業者欄に規

定する協定事業者が、その他の接続形態において発信事業者欄に規定す

る協定事業者と同一である場合、その接続形態は、２－１表又は２－２

表に規定するその他の接続形態と組み合わせて接続する場合がありま

す。 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

 

別表３ 様式 

 

様式第１（第12条第２項関係） 

事前調査申込書 

第   号 

年  月  日 

 

             殿 

所属(法人名等) 

氏名        印 

 

次の通り、貴社の網との接続を行いたい（変更したい）ので、事前調査を申し込みます。 

（略） （略） 
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協議事項に関する具体的内容 

 １～８（略） 

 （略） （略） 

 ９．網改造料の対象となる機能 

  

 １０．業務遂行上の協力事項 

 貴社に協力依頼する事項  

 １１．事業者識別番号及びその種別 

 貴社からの発信接続番号 

  

 １２．その他 

  

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２（第13条第２項関係） 

           事前調査申込書受付確認書 

第   号 

年  月  日 

          殿 

 

 

 

（略） 

 

協議事項に関する具体的内容 

 １～８（略） 

 （略） （略） 

 ９．ＭＮＰポータビリティ接続機能 

  ＭＮＰ転送機能 

  ＭＮＰリダイレクション機能 

 接続希望機能に○印を記入 

 １０．網改造料の対象となる機能 

  

 １１．業務遂行上の協力事項 

 貴社に協力依頼する事項  

 １２．事業者識別番号及びその種別 

 貴社からの発信接続番号 

  

 １３．その他 

  

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

 

様式第２（第13条第２項関係） 

           事前調査申込書受付確認書 

第   号 

年  月  日 

          殿 

 

印 

  

（略） 
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新 旧 

様式第３（第14条第１項関係） 

           事前調査申込回答書 

第   号 

年  月  日 

        殿 

 

 

 （略） 

 

様式第４（第16条第１項関係） 

           接続申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住所 

（ふりがな） 

氏名（法人にあっては、名称 

及び代表者の氏名）  

 （略） 

 

様式第５（第17条第１項関係） 

           続申込み取止め申込書 

第   号 

年  月  日 

          殿 

 

 

 

（略） 

 

 

 

様式第３（第14条第１項関係） 

           事前調査申込回答書 

第   号 

年  月  日 

        殿 

 

印 

 （略） 

 

様式第４（第16条第１項関係） 

           接続申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

郵便番号 

（ふりがな） 

住所 

（ふりがな） 

氏名（法人にあっては、名称 

及び代表者の氏名）印 

 （略） 

 

様式第５（第17条第１項関係） 

           接続申込み取止め申込書 

第   号 

年  月  日 

          殿 

 

印 

 

（略） 

 

 

 



8 

新 旧 

様式第６（第17条第１項関係） 

           接続申込み取止め申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

        殿 

 

 

 

（略） 

 

 

様式第７（第18条第１項関係） 

           接続申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

         殿 

 

 

 

（略） 

 

様式第８（第20条第１項関係） 

           相互接続用電気通信設備建設申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

所属(法人名等) 

氏名         

 

（略） 

 

 

 

 

様式第６（第17条第１項関係） 

           接続申込み取止め申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

        殿 

 

印 

 

（略） 

 

 

様式第７（第18条第１項関係） 

           接続申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

         殿 

 

印 

 

（略） 

 

様式第８（第20条第１項関係） 

           相互接続用電気通信設備建設申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

所属(法人名等) 

氏名        印 

 

（略） 

 

 

 

 



9 

新 旧 

様式第９（第23条第１項関係） 

           相互接続用電気通信設備建設変更申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

所属(法人名等) 

氏名         

 

（略） 

 

様式第10（第23条第１項関係） 

           相互接続用電気通信設備建設変更申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

          殿 

  

 

 

（略） 

 

 

 

様式第11（第23条第４項関係） 

           相互接続用電気通信設備建設中止申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

所属(法人名等) 

氏名         

 

（略） 

 

 

様式第９（第23条第１項関係） 

           相互接続用電気通信設備建設変更申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

所属(法人名等) 

氏名        印 

 

（略） 

 

様式第10（第23条第１項関係） 

           相互接続用電気通信設備建設変更申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

          殿 

  

印 

 

（略） 

 

 

 

様式第11（第23条第４項関係） 

           相互接続用電気通信設備建設中止申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

所属(法人名等) 

氏名        印 

 

（略） 

 

 



10 

新 旧 

様式第12（第23条第４項関係） 

          相互接続用電気通信設備建設中止申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

         殿 

 

 

 

（略） 

 

様式第13（第24条関係） 

          完成通知書 

第   号 

年  月  日 

         殿 

 

 

 

（略） 

 

様式第14（第30条第１項関係） 

           接続用ソフトウェア開発中止申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

所属(法人名等) 

氏名       

 

（略） 

 

 

 

 

 

様式第12（第23条第４項関係） 

          相互接続用電気通信設備建設中止申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

         殿 

 

印 

 

（略） 

 

様式第13（第24条関係） 

           完成通知書 

第   号 

年  月  日 

         殿 

 

印 

 

（略） 

 

様式第14（第30条第１項関係） 

           接続用ソフトウェア開発中止申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

所属(法人名等) 

氏名        印 

 

（略） 

 

 

 

 

 



11 

新 旧 

様式第15（第30条第１項関係） 

           接続用ソフトウェア開発中止申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

         殿 

 

 

 

（略） 

 

様式第16（第34条第１項関係） 

           対象設備の利用中止申込書 

第   号 

年  月  日 

            殿 

 

 

（略） 

 

様式第17（第37条関係） 

           工事申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

所属(法人名等) 

氏名               

 

（略） 

 

 

 

 

 

 

様式第15（第30条第１項関係） 

           接続用ソフトウェア開発中止申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

         殿 

 

印 

 

（略） 

 

様式第16（第34条第１項関係） 

           対象設備の利用中止申込書 

第   号 

年  月  日 

            殿 

印 

 

（略） 

 

様式第17（第37条関係） 

           工事申込書 

第   号 

年  月  日 

 

            殿 

所属(法人名等) 

氏名        印 

 

（略） 

 

 

 

 

 

 



12 

新 旧 

様式第18（第37条関係） 

           工事申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

        殿 

 

 

 

（略） 

 

 

附則（令和８年 3 月 24日 K 相接 S 0077 及びＯＣＴ技第 25-198 号） 

（実施時期） 

１ この改正規定は、令和８年４月１日から実施します。 

２ ただし、この改正規定のうち、料金表 第１表 接続料金 第１ 網使用料 ２ 料金額

及び、第２ 網改造料 ２ 料金額 ２－２ 年額料金の算定に係る比率の規定は、令和８

年３月 31 日から実施します。 

様式第18（第37条関係） 

            工事申込承諾書 

第   号 

年  月  日 

        殿 

 

印 

 

（略） 

 

 

  




